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居宅介護支援事業所カインド重要事項説明書 

＜令和７年１月１日現在＞ 

 

１ 居宅介護支援を提供する事業者について 

事 業 所 名 有限会社カインド 

代 表 者 名 石綿 敏英 

本 店 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

東京都練馬区旭丘２－３４－１２ 

電 話０３－５９８６－２６１０ 

ＦＡＸ０３－５９８６－２６２０ 

法人設立年月日 ２００２年６月３日 

 

２ 居宅介護支援事業所カインドの概要について 

(1) 居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域 

事 業 所 名 居宅介護支援事業所カインド 

所 在 地 東京都練馬区旭丘２－３４－１２ 

介 護 保 険 指 定 番 号 １３７２００２７３１ 

サービスを提供する地域 
練馬区 

※上記以外の方はご相談ください 

(2) 事業の目的及び運営方針 

事 業 の 目 的 
介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適切な居宅介

護支援サービスを提供することを目的とします。 

運 営 方 針 

①利用者の心身の状況、環境等に応じて、可能な限り居宅におい

て有する能力による日常生活を営むことができるよう、利用者

の立場にたって援助を行います。 

②利用者の意思及び人格を尊重し、その選択に基づき保健・医療

サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよ

うにします。 

③提供される各々のサービスを中立公正な立場で調整します。 

④事業の施設にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福

祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に

努めます。 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

平 日 午前９時～午後６時 

＊休業日・・・土曜日・日曜日・祝日・１２月２９日～１月３日 
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(4) 事業所の職員体制 

職 種 常 勤 非常勤 業 務 内 容 人員数 

管 理 者 １名 

 従業員の管理及び利用申込みに係る調整、業

務の実施状況の把握その他管理を一元的に

行います。従業員に法令等の規程を遵守させ

るため必要な指揮命令を行います。 

１名 

介護支援専門員 ５名 ２名 居宅介護支援を行います。 ７名 

事 務 職 員 １名 
 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務

等を行います。 
１名 

(5) 利用料金等 

①要介護又は要支援として認定された方は、介護保険で全額給付されるので自己負担はありません。 

もっとも、介護保険が適用される場合でも保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなっ 

た場合（保険給付金が直接事業者に支払われない場合）には、一旦、要介護度に応じて下記の基 

準の料金（利用月ごと）をいただきます。当所から『サービス提供証明書』を発行いたします 

ので、後日、練馬区の介護保険課窓口に提出し、必要な手続きを取ることによって全額払い戻し 

を受けることができます。 

 

【令和６年４月１日より】 

居宅介護支援費（Ⅰ）     要介護１・２ 要介護３・４・５ 

Ⅰ １２,３８０円 １６,０８５円 

Ⅱ ６,２０１円     ８,０２５円 

Ⅲ     ３,７１６円     ４,８１０円 

 

居宅介護支援費（Ⅱ） 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

Ⅰ １２,３８０円 １６,０８５円 

Ⅱ ６,２０１円     ８,０２５円 

Ⅲ     ３,７１６円     ４,８１０円 

 

②加算について 

初回加算 ３,４２０円  

入院時情報連携加算Ⅰ ２,８５０円 

入院時情報連携加算Ⅱ ２,２８０円 

退院・退所加算連携１回（カンファレンス参加無） ５,１３０円 

退院・退所加算連携１回（カンファレンス参加有） ６,８４０円 

退院・退所加算連携２回（カンファレンス参加無） ６,８４０円 

退院・退所加算連携２回（カンファレンス参加有） ８,５５０円 

退院・退所加算連携３回（カンファレンス参加有） １０,２６０円 
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ターミナルケアマネジメント加算 ４,５６０円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２,２８０円 

通院時情報連携加算 ５７０円 

特定事業所医療介護連携加算 １,４２５円 

特定事業所加算Ⅰ ５,９１６円 

特定事業所加算Ⅱ ４,７９９円 

特定事業所加算Ⅲ ３,６８２円 

特定事業所加算Ａ １,２９９円 

③交通費 

前記２の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。 

④解約料 

利用者はいつでも契約を解約することでき、解約料等は一切かかりません。 

 

３ 居宅介護支援サービスの提供にあたって 

(1) 居宅介護支援サービス提供開始・実施内容について 

① まずは当事業所に対し、電話等で居宅介護支援サービスに関する申込みをしていただけれ

ば、当事業所の職員がご自宅等にお伺いいたします。当事業所の職員が、利用者及びご家

族に、本書を交付した上で、居宅介護サービスに関する内容、利用料金等の重要な情報を

提供ないし説明をした上で、内容をご了承いただいた上で契約を締結し、当該サービスの

提供を開始いたします。 

② 当事業所の職員が利用者及びご家族と面接し、介護計画に必要な調査を行います。なお、

障害福祉サービスを利用される方が指定居宅介護支援サービス事業者を利用する場合には、

特定相談支援事業者との連携に努めます。 

③ 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかど

うかを確認し、居宅サービス計画の原案を作成し、その内容を利用者及びご家族に説明し

た上で、書面でその同意を得ます。なお、居宅サービス計画原案を作成するに際しては、

原案において位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を開

催し、及び担当者に対する照会等を行い、原案の内容について当該担当者から専門的見地

からの意見を求めます。 

④ 利用者及びご家族は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の

選定理由の説明を求めることができるとともに、複数の指定居宅サービス事業者の紹介を

求めることもできます。 

⑤ 当事業所において、前６か月間に作成された居宅サービス計画における訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」といいます。）がそれぞれ

利用された割合、並びに訪問介護等のサービスごとの同一事業所によって提供されたもの

の割合は、本書別紙のとおりです。この情報は、介護情報公表制度へ掲載しています。 

⑥ 居宅サービス計画を作成しましたら、利用者又はご家族に交付いたします。当該計画作成
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にあたり、主治の医師等に意見を求めた場合には、主治の医師等にも居宅サービス計画を

交付します。 

⑦ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握するためのモニタリング

を実施いたします。利用者及びご家族、並びに指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調

整その他の便宜の提供を行います。なお、モニタリングにあたり、少なくとも１月に１回

以上、利用者のご自宅を訪問した上で面接を実施します。実施されたモニタリングの結果

は、少なくとも１月に１回以上の頻度で記録されます。 

⑧ 指定居宅サービス事業者等との連携により利用者の服薬状況、口腔機能その他の心身又は

生活の状況に係る情報は、必要に応じ主治の医師等に提供します。 

⑨ 病院等に入院する場合には、医療機関における利用者の退院支援に資するとともに、退院

後の円滑な在宅生活への移行を支援するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要

があります。利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援

専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所にお伝えください。 

⑩ 必要に応じて次の支援を行います。 

・居宅サービス計画変更 

・要介護認定の定期更新及び区分変更申請 

・介護保険施設への入院及び入所を希望する場合には施設の紹介等 

(2) サービスの終了について 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

居宅介護支援のサービス終了を希望する旨を書面にてお申し出いただければ、いつでも契

約を解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合  

当事業所における人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていた

だく場合がございます。この場合は、終了１ヶ月前までに面にてその旨通知するとともに、

近隣地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 

③ 自動終了する場合 

以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設に入所した場合（短期入所の場合は除く） 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が介護保険の非該当（自

立）又は要支援１若しくは要支援２と認定された場合 

・利用者がお亡くなりになった場合又は被保険者資格を喪失されたとき 

④ その他 

利用者やご家族などが当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信

行為を行った場合には、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 
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(3)当事業所の特長等 

 

 

 

 

 

 

４ ハラスメント対策 

(1)事業者は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又 

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の 

就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置をします。  

(2)利用者、家族または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、 その他関係者に対して故意 

に暴力や暴言等（身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメント等）の法令違反、その他著 

しく常識を逸脱する行為を行った場合は即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

５ 業務継続計画および感染症のまん延防止 

(1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続 

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計 

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

(2)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期 

的に実施します。 

(3)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

(4)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置 

等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その 

結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

(5)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

(6)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

を定期的に実施します。 

 

６ 第三者評価の実施 

 事業所が第三者評価を受けた場合はその実施状況を開示します。 

 

７ 虐待の防止について 

(1) 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

② 虐待の防止のための指針を整備しています。 

事 項 有無 備 考 

介護支援専門員の変更 〇 変更を希望される方はお申し出下さい。 

課 題 把 握 の 方 法 〇 事業所独自方式等を用いております。 

介護支援専門員研修の実施 〇 随時実施しております。 
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③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。 

(2) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報し

ます。 

居宅介護支援事業所カインド 

電  話: ０３－５９８６－２６１０ 

受付時間: 午前９時から午後６時まで 

（ただし、土・日・祝日、12月 29日から 1月 3日を除く） 

練馬区高齢施策担当部  

高齢者支援課地域包括支援係 

電  話: ０３－５９８４－１１８７ 

受付時間: 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（ただし、土・日・祝日、12月 29日から 1月 3日を除く） 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘密

の保持について 
 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報につい

て「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵

守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用

者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者

に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を保持させるため、従業者である

期間及び従業者でなくなった後においても、その

秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

内容とします。 
 

② 個人情報の保護について 
 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族の個人

情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情

報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報

が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記

虐待の防止に関する担当者 管理者  今村純一 
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録を含む。）については、善良な管理者の注意を

もって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求め

に応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合

は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要

な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に

際して複写料などが必要な場合は利用者の負担

となります。） 
 

 

９ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家

族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に伴って当事業所の責めに帰すべき事由により

賠償の対象となる事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１０ 身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を

求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１１ 記録の整備 

指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、

契約終了の日から２年間保存します。 

 

１２サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 当事業所の相談・苦情担当窓口 

  居宅介護支援事業所カインド 

電 話 ０３－５９８６－２６１０（午前９時から午後６時まで） 

    ０３－３９５８－３９００（土・日・祝日及び上記時間外） 

法人代表（介護支援専門員） 石綿 敏英 

(2) あなたの住所を担当する地域包括支援センター 

           域包括支援センター 

  電 話 ０３－５９８６ －２６１０ 

(3) 練馬区役所介護保険課 

電 話 ０３－３９９３－１１１１（代表） 

(4) 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員事務局 

電 話 ０３－３９９３－１３４４ 
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(5) 東京都国民健康保険団体連合会 介護相談指導課 

  電 話 ０３－６２３８－０１７７ 

 

 

上記内容について、「練馬区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準に関する条例」の

規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

説 明 年 月 日:    年  月  日 

 

事業所 所 在 地  練馬区旭丘２－３４－１２ 

    事 業 所 名  居宅介護支援事業所カインド 

    代 表 者 名  石綿 敏英                       

    事業所番号 （１３７２００２７３１） 

 

説 明 者  介護支援専門員                  

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けま

した。 

同意交付年月日:    年  月  日 

 

利用者 住   所 

 

 

氏   名                             

 

 

代理人 住   所 

 

     

氏   名                             

 

     

続   柄                          


